
消
費
生
活
相
談

相
談
日　

月
〜
金
曜
日
（
祝
休
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

受
付
時
間　

午

前
10
時
〜
11

時
30
分
、
午

後
１
時
〜
３

時
30
分

相
談
専
用
電
話

　

☎
２
９
２
６

-

０
９
９
９

【
留
意
事
項
】

▼
相
談
は
、
原
則
と
し
て
ご
本
人
か
ら
お

願
い
し
ま
す
。

▼
相
談
受
付
時
に
、
氏
名
・
住
所
・
電
話

番
号
・
性
別
・
年
齢
・
職
業
な
ど
の
個

人
属
性
や
一
見
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

の
た
め
に
は
関
係
な
い
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
事
項
な
ど
を
聞
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
契
約
関
係
の
書
類
な
ど
を
で
き
る
だ
け

そ
ろ
え
て
か
ら
お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
案
件
に
よ
っ
て
は
1
日
で
も
早
い
対
応

が
有
効
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
心
配
な

と
き
は
、
ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
消
費
生
活
相
談
員
は
、
弁
護
士
の
よ
う

な
法
律
的
判
断
や
権
限
は
な
く
、
指
導

や
命
令
的
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

消
費
生
活
講
座
（
出
前
講
座
）

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
巻
き
込
ま
れ

な
い
た
め
に
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、

消
費
生
活
相
談
員
に
よ
る
相
談
実
例
に
基

づ
い
た
出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

開
催
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
９
時
の
間

で
１
回
２
時
間
以
内
（
祝
休
日
、
年
末

年
始
は
除
く
）

対
20
人
程
度
の
方
が
参
加
す
る
団
体

◎
営
利
・
宗
教
・
政
治
活
動
を
目
的
と
す

る
団
体
は
除
き
ま
す
。
ま
た
、
会
場
な
ど

市
民
の
皆
さ
ん
が
日
常
抱
え
る
問
題
や

悩
み
事
、
金
銭
の
賃
借
や
土
地
家
屋
・
相

続
関
係
な
ど
の
法
律
上
の
問
題
、
い
じ
め

や
差
別
な
ど
の
不
当
な
扱
い
や
人
権
侵
害
、

行
政
、
税
務
、
住
宅
増
改
築
、
保
険
・
年

金
な
ど
に
つ
い
て
無
料
の
市
民
相
談
窓
口

を
開
設
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、
市
HP
（
「
市
民
相
談
」
で
検

索
）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

ま
ず
は
、一
般
相
談
の
ご
利
用
を

「
問
題
が
漠
然
と
し
て
い
る
」
「
内
容

を
整
理
で
き
な
い
」
な
ど
の
場
合
は
、
最

初
に
一
般
相
談
で
相
談
す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
を
整
理
し
、
状

況
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
の
問
題
点
を

専
門
相
談
で
改
め
て
相
談
す
る
と
い
っ
た

次
の
行
動
が
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

申
問
市
役
所
１
階
市
民
相
談
課
☎
２
９
９

８

-

９
０
９
２
へ
直
接
・
電
話

１　

甘
い
言
葉
を
信
用
し
な
い
!!

「
○
○
に
当

選
し
ま
し
た
」

「
必
ず
も
う
か

り
ま
す
」
な
ど
、

甘
い
言
葉
に
は

悪
質
な
わ
な
が
隠
れ
て
い
ま
す
。

２　

不
安
を
あ
お
る
言
葉
に
ひ
る

ま
な
い
!!

「
お
宅
の
家
は
こ
の
ま
ま
だ
と

大
変
な
こ
と
に
な
る
」
な
ど
、
不

安
を
あ
お
る
言
葉
を
使
う
の
は
典

型
的
な
手
口
。
無
視
す
る
こ
と
が

一
番
で
す
。

３　

は
っ
き
り
断
る
!!

あ
い
ま
い
な
態
度
、
気
弱
な
態

度
は
相
手
を

つ
け
上
が
ら

せ
ま
す
。
毅き

然ぜ
ん

と
し
た
態

度
で「
Ｎ
Ｏ
」

の
意
志
を
言
葉
に
し
ま
し
ょ
う
。

４　

契
約
内
容
は
書
面
で
確
認
!!

業
者
の
説
明
と
契
約
書
が
合
っ

て
な
い
場
合
や
内
容
が
は
っ
き
り

と
理
解
で
き
な
い
場
合
は
契
約
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

５　

個
人
情
報
を
漏
ら
さ
な
い
!!

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
や
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
は
も
ち
ろ
ん
、

氏
名
や
住
所
・
職
業
な
ど
の
情
報

も
悪
用
さ
れ
ま
す
。
個
人
情
報
を

記
載
す
る
の
は
、
確
実
に
信
用
で

き
る
場
合

だ
け
に
し

ま
し
ょ
う
。

６　

一
人
で
悩
ま
な
い
、
泣
き
寝

入
り
し
な
い
!!

泣
き
寝
入
り
せ
ず
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
や
警
察
な
ど
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。
泣
き
寝
入
り
は
、
悪

質
業
者
を
助
長
し
、
新
た
な
被
害

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

市
民
相
談
窓
口
も

　
　

  

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

被
害
を
防
ぐ
た
め
の

〜
６
カ
条
〜

問
〒
359

-

1143
宮
本
町
１

-

１

-

２
（
旧
市
庁
舎
２
階
）
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
９
２
８

-

１
２
３
３

２
９
２
３

-

８
７
１
１

解
決
へ
の
第
一
歩

　

ご
活
用
く
だ
さ
い
！ 

消
費
生
活
相
談

相談名 相談内容 相談日時

一般相談 一般相談員による日常抱える問題や悩み事の相談
毎週月～金曜日
午前９時～正午
午後１時～４時

法律相談（予約制）弁護士による金銭の賃借、相続などの法律に関する相談◎年度内３回まで相談できます。
毎週月・水・金曜日
午前10時～正午
午後１時～４時

人権相談 人権擁護委員によるいじめや差別など暮らしの中で
起こる問題についての相談

毎週火曜日
午後１時～４時

行政相談 行政相談委員による国・県などの行政に関する要
望、苦情などの相談

毎週金曜日
午後１時～４時

税務相談 税理士による相続税、譲渡所得税など税金に関する
相談

毎週木曜日
午前10時～正午

行政書士相談 行政書士による官公庁に提出する書類の作成につい
ての相談

毎週第１・３火曜日
午前10時～正午

司法書士法律相談
司法書士による登記、多重債務や成年後見あるいは
民事に関する紛争（簡易裁判所で取り扱う）につい
ての相談

毎週第１･３･５木曜日
午後１時～４時

保険・年金相談 社会保険労務士による年金・労働・雇用などの問題
についての相談

毎週第２･４火曜日
午前10時～正午

住宅増改築等相談 建築の専門家による住宅の増改築、改装などの見積
もりや工事についての相談

毎週火曜日
午後１時～４時

Advisory service 
in English

Advisory service in English for foreign residents 
with problems or questions regarding daily life

２nd・４th Thursday 
１：００～４：００PM

　 第一、三、五周的星期四
下午１点～４点

は
利
用
団
体
で
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

申
開
催
希
望
日
の
１
カ
月
前
ま
で
に
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２
８

-

１
２
３

３
へ
電
話

お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い

消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
で

は
、
暮
ら
し

に
役
立
つ
資

料
を
提
供
す

る
と
と
も
に
、

悪
質
商
法
対

策
の
啓
発
パ

ネ
ル
を
常
時

展
示
し
て
い

ま
す
。
お
気

軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

よくある
【事例１】インターネットでブランドの財布が市価の半額だったの
ですぐに支払い。しかし、商品が届きません。メールで催促しま
したが業者から何の返答もありません。
【アドバイス】ブランド品の激安サイトを
利用したところ「商品が届かない」とい
う相談が数多く寄せられています。次の
ようなサイトには注意しましょう。

▼事業者情報の記載がない 

▼市価よりも大幅に安い

▼事業者名と振込先口座の名義が違う
【事例２】アパートを退去。敷金の返還を貸主に求めましたが、４
年間居住していたのでクロスの張替えや、クリーニング代などで
敷金以上になるから足りない分を請求すると言われてしまいまし
た。払わなければならないでしょうか。
【アドバイス】敷金は、家賃の滞納や不注意によ
る物件の損傷や破損に対する修復費用の保証金
です。借主に滞納や不注意による破損などがない
限り、返還されます。原状回復とは、全て元に戻
すという意味ではありません。契約前に原状回復
の範囲と内容、特約などをよく確認しましょう。
◎市HP（「消費者トラブル注意報」で検索）でその他の事例もご覧
になれます。

◆
市
民
相
談
一
覧
（
無
料
／
秘
密
厳
守
／
相
談
時
間
30
分
／
祝
休
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

◎
受
付
終
了
時
間
は
、
各
相
談
終
了
時
間
の
30
分
前
ま
で
で
す
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
契
約
上
の
ト
ラ

ブ
ル
や
悪
質
商
法
被
害
な
ど
、
消
費
生
活
全
般

に
関
す
る
相
談
に
対
し
て
、
専
門
の
相
談
員
が
、

電
話
や
面
接
で
問
題
解
決
に
向
け
て
助
言
や
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
相
談
内
容
に

よ
っ
て
は
、
相
談
員
が
事
業
者
と
の
間
に
入
っ
て

解
決
の
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
相
談
は
、
無
料
で
秘
密
厳
守
で
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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